
 
                                                                     

（令和６年 10月 15 日発表） 

令和６年度 第２回静岡市債権管理委員会の開催 

別紙資料  有 ・ 無           

 

◆ アピールポイント 

・静岡市では、債権の収入未済額の縮減に取組んでおり、令和５（2023）

年度の収入未済額は、債権管理委員会を設置（平成 19（2007）年度）し

て以来、最少額の約 43 億円、収入率も過去最高の 97.59％となりました。 

・これらの成果及び今年度実施する収入未済額縮減に向けた取組等につい

て、債権管理委員会で報告します。      【大長副市長の出席 有】 

◆ 日時・期間 令和６年 10 月 22 日(火)１４時から１６時まで 

◆ 場   所 静岡庁舎 新館８階 市長公室 

◆ 内 容 な ど 

１ 令和５年度収入未済額及び収入率について 

 
２ 主な債権の収入未済額の状況 

 

３ 今年度実施する取組 

・市税、国民健康保険料（税）、介護保険料、母子・父子・寡婦福祉

資金貸付金元金・利子においては、令和 6（2024）年 10 月に

WEB からの口座振替申込を導入して、インターネット上で申込手

続きができるようになりました。 

・水道料金、下水道使用料においては、令和７（2025）年１月にク

レジットカード収納を導入するため、クレジットカードで支払い

ができるようになります。 

債権管理委員会のホームページ 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6785/s008171.html 

【問合せ】 

滞納対策課 徴収指導係（静岡庁舎 新館３階） 

伊藤、金原 

電 話 ０５４－２２１－１２０４ 

報道資料 ＜記載例＞ 

ぜひ取材をお願いします 

令和５年度の

収入未済額は 

前年度比 

約３億円減 

収入率は 

0.17 ポイント

向上 

http://#

